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	調査項目
	回 答 欄　＊
	備考（関係法令等）

	[bookmark: _Toc170292977]Ⅰ　経営全般
学校法人の強み、弱み、課題などを踏まえ、学校法人の経営の状況をどのように分析しているか。
	
【学校法人の経営状況の分析】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292979]Ⅱ　管理運営面
[bookmark: _Toc170292980]１　理事・監事・評議員の就任状況
(1) 理事・監事・評議員に欠員はないか。
（寄附行為上の選任区分が設定されている場合については、選任区分と実態が合っていない、選任区分ごとの定数を満たしていない、選任区分の兼務が許されないにもかかわらず、兼務が行われているなど、選任区分上の欠員を含む。）

	
欠員［あり／なし］。

【各号理事・監事・評議員の人数・定数】
理事　　　人（定数　人）　
評議員　　人（定数　人）
監事　　　人（定数　人）

【評議員には、法人の職員及び法人の設置する私立学校を卒業した者で25歳以上の者が含まれているか。法人の設置する私立学校を卒業した者で25歳以上の者が含まれていない場合、その理由は何か。】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【欠員の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法30条、31条、34条、45条、46条、50条、61条、62条、65条、寄附行為作成例６条、８条、９条、12条、23条、24条、28条、33条、34条


	(2) 理事・監事・評議員に任期が満了している者はいないか。
	任期切れ［あり／なし］。

【任期が満了している役員・評議員の氏名・任期】
理事　　　　　　氏　任期　　年　　月　　日まで
監事　　　　　　氏　任期　　年　　月　　日まで
評議員　　　　　氏　任期　　年　　月　　日まで

【任期切れの具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
私学法32条、47条、63条、寄附行為作成例10条、25条、35条


	(3) 理事・監事・評議員の選任は私学法及び寄附行為に則って行われているか。
	不適切な選任［あり／なし］。

【不適切な選任が行われた理事・評議員の氏名】
理事　　　　　　氏
監事　　　　　　氏
評議員　　　　　氏

【不適切な選任の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法29条、30条、45条、61条、寄附行為作成例７条、８条、23条、33条


	(4) 理事選任機関は、私学法、寄附行為及び内規に基づき適切に運営されているか。
	理事選任機関名　　　　　

理事選任機関の運営規程　（寄附行為　　　　条、　　　　規程）

理事の選任に当たっての、理事選任機関から評議員会への意見確認［あり／なし］。※評議員会が理事選任機関である場合を除く

【適切又は不適切と考えている具体的状況・理由、不適切な運営の場合の是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法29条、30条2項、寄附行為作成例７条、８条

	(5) 直近５年以内に、理事・監事・評議員が解任された事例はあるか（退任の場合は含まない）。ある場合、解任は寄附行為に則って行われたか。
	解任［あり／なし］。

【解任された理事・監事・評議員の氏名】
理事　　　　　　氏
監事　　　　　　氏
評議員　　　　　氏

【解任の根拠規定】
　　　　　　　　　　　

不適切な解任［あり／なし］。

【不適切な解任が行われた役員・評議員の氏名】

理事　　　　　　氏
監事　　　　　　氏
評議員　　　　　氏

【解任の具体的状況・理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法33条、48条、64条、寄附行為作成例11条、26条、36条

	(6) 理事の中に、選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもでない者（私学法31条４項２号に定める外部理事）が２名以上含まれているか。

	外部理事の人数　　　　　名

【外部理事の氏名】
　　　　氏
　　　　氏

【外部理事が２名未満の場合の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法31条４項２号、５項、146条１項


	(7) 理事は、当該学校法人の監事又は評議員を兼職していないか。
	不適切な兼職［あり／なし］。

【不適切な兼職を行っている理事の氏名】
理事　　　氏（兼職：○○）

【不適切な兼職の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法31条３項

	(8) 監事は、当該学校法人の理事、評議員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者を兼職していないか。
	不適切な兼職［あり／なし］。

【不適切な兼職を行っている監事の氏名】
監事　　　　　氏（兼職：○○）

【不適切な選任兼職の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法46条２項


	(9) 理事のうちには、他の２人以上の理事、１人以上の監事又は２人以上（※）の評議員と特別利害関係（一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他文部科学省令で定める関係）にある者が含まれていないか。
　※令和８年度定時評議員会までは３人以上。
	特別利害関係に係る規制違反［あり／なし］。

【特別利害関係に係る規制に違反している役員の氏名】
理事　　　　　　氏

【特別利害関係に係る規制違反が生じた理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法31条６項、私学法施行規則12条


	(10) 監事のうちには、他の監事又は２人以上（※）の評議員と特別利害関係（一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他文部科学省令で定める関係）を有する者が含まれていないか。
　※令和８年度定時評議員会までは３人以上。
	特別利害関係に係る規制違反［あり／なし］。

【特別利害関係に係る規制に違反している監事の氏名】
監事　　　 　  氏

【特別利害関係に係る規制違反が生じた理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法46条３項、私学法施行規則12条

	(11) 評議員のうちには、他の２人以上（※）の評議員と特別利害関係（配偶者又は三親等以内の親族である関係その他文部科学省令で定める関係）を有する者が含まれていないか。
　※令和８年度定時評議員会までは３人以上。
	特別利害関係に係る規制違反［あり／なし］。

【特別利害関係に係る規制に違反している評議員の氏名】
評議員　　　　　氏

【特別利害関係に係る規制違反が生じた理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法62条４項、私学法施行規則12条

	(12) 評議員の定数は理事の定数を超えているか。また、評議員の実人数は理事の実人数を超えているか。
	評議員の数に係る規制違反［あり／なし］。

【理事・評議員の実人数・定数】
理事　　　　　　　人（定数　　　　　　人）
評議員　　　　　　人（定数　　　　　　人）

【評議員の数に係る規制違反が生じた理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法18条３項


	[bookmark: _Toc170292981]２　理事長等の職務執行状況
(1) 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事（※）は、寄附行為や理事会決議等で職務分担を適切に定めているか。また、理事は善管注意義務及び忠実義務を負っており、場合によっては、学校法人や第三者に対して損害賠償責任を負いうることを理解した上で、適切に業務執行を行っているか。
※（代表）業務執行理事とは、理事長以外の理事であって寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する理事として選定されたものをいう（私学法37条第４項、７項、８項参照）。
	
理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事の役割分担［あり／なし］。

【役割分担の状況】
理事長　　　　　氏　　担当　　　　　
理事　　　　　　氏　　担当　　　　　
理事　　　　　　氏　　担当　　　　　

【役割分担の根拠（寄附行為、規程又は理事会決議）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【職務分担に反した業務執行が行われた場合、その具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法37条３項、４項、６項、７項、８項、30条４項（民法644条）、38条、88条、89条


	(2) 理事（特に理事長や代表業務執行理事、業務執行理事）が複数の法人の理事を兼ねている場合等、本法人の職務に専念できるような環境が整っているか。高齢である場合や遠方に居住するなどしている場合、業務執行に支障を来していないか。
	複数法人の理事を兼務している理事［いる／いない］。

【複数法人の理事を兼務している者】
理事　　　　　氏　　担当　　　　　
理事　　　　　氏　　担当　　　　　

兼務や高齢、遠方の居住等、業務執行に支障を来す可能性があると考えられる事情［あり／なし］。

【業務執行に支障を来す可能性があると考えられる事情の具体的内容、対応方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、法令、寄附行為その他の規程及び理事会決議等（理事会以外の意思決定機関の決定を含む。）に則って業務執行を行っているか。
	不適切な業務執行［あり／なし］。

【不適切な業務執行の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法37条６項、７項、８項

	(4) 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、３か月に１回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しているか。
	３か月に１回以上の職務状況の報告［あり／なし］。

【３か月に１回以上の職務状況の報告をしていない理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事の氏名】
理事長　　　　　氏　　担当　　　　　
理事　　　　　　氏　　担当　　　　　
理事　　　　　　氏　　担当　　　　　

【不適切な業務執行の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法39条１項、146条２項

	(5) 副理事長や常務理事等を置くなど、通常業務を円滑かつ機動的にこなすことができる体制を整えているか。  
	副理事長や常務理事を置いて［いる／いない］。

通常業務を円滑かつ機動的にこなす体制を整えて［いる／いない］。

【通常業務を円滑かつ機動的にこなす体制を整えている場合、具体的な内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(6) 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事以外の者が業務執行を行っていないか。
	理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事以外の者が業務執行を行った事例［あり／なし］。

【不適切な業務執行の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(7) 各種契約については学内規程に従い、適正な手続・手順を経て締結され、理事長等が権限を超えて 独断で締結することはないか。
	契約締結権限や契約に係る手続等に関する規程［あり／なし］。

【根拠規程等】
　　　　規程

不適正な契約締結［あり／なし］。

【不適正な契約締結の具体的状況・理由、是正の有無及び再発防止策】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292982]３　理事会の運営状況
(1) 理事会の意思決定
　ア　理事は、善管注意義務及び忠実義務を負っており、場合によっては、学校法人や第三者に対して損害賠償責任を負いうることを理解した上で、積極的に自らの意見を述べるとともに、不適切な議案が付議された場合には、反対意見を表明するなど、適切に理事会での審議・決定に加わっているか。
	
理事会の意思決定における十分な議論が［なされている／必ずしもなされていない］。

【十分な議論がなされていると考える又は必ずしもなされていないと考える場合の具体的状況・理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	私学法30条４項（民法644条）、38条、88条、89条



	　イ　理事会での審議・決定前に理事長や常任理事会において実質的な決定が行われており、それらの意向がそのまま反映されるなどして、理事会での審議・決定が形骸化・空洞化していないか。

	理事会で審議・決定すべき事項について、常任理事会等の別の会議で事前に審議等がなされて［いる／いない］。

常任理事会等の別の会議で事前に審議等がなされている場合、理事会での審議・決定が空洞化していると考えて［いる／いない］。

【常任理事会等の別の会議で事前に審議等がなされているが理事会での審議・決定が空洞化しているとは考えていない場合の具体的な理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	　ウ　重要事項については、特定の理事や下位の機関に委任・権限委譲することなく、理事会において審議・決定を行っているか。逆に、学校法人の業務のうち重要性の低い事項や日常業務に関する事項については、常務理事会や業務執行理事等の下位の機関に対し、適切に権限委譲を行っているか。
　　（私学法36条３項に定める事項その決定を理事に委任することができない。その上でどのような事項を誰に委任・権限委譲するのか、規程又は理事会決議によって明確にしているか。）

	特定の理事や下位の機関に委任・権限委譲して［いる／いない］。

【特定の理事や下位の機関への委任・権限委譲の根拠（規程又は理事会決議）】
　　　規程

私学法36条３項に定める重要事項については、特定の理事や下位の機関に委任・権限委譲することなく、理事会において審議・決定を行って［いる／いない］。

重要性の低い事項や日常業務に関する事項については、特定の理事や下位の機関に対し、適切に委任・権限委譲を行って［いる／いない］。

下位の機関に権限委譲を行っている場合には、どのような事項を誰に権限委譲するのか、規程又は理事会決議によって明確にして［いる／いない］。

【権限委譲の根拠（規程又は理事会決議）】
　　　　規程
	私学法36条３項



	　エ　学校長のうち理事に就任していない者がいる場合、当該設置校の意向を理事会の意思決定に反映させる仕組みを設けているか。


	学校長のうち理事に就任していない者が［いる／いない］。


設置校の意向を理事会の意思決定に反映させる仕組み［あり／なし］。

【設置校の意向を反映させる仕組みの具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法31条４項

	　オ　従来は理事会の必要的決議事項とされていなかった、企業総合賠償保険（CGL）や生産物賠償責任保険（PL保険）及び旅行賠償保険等の内容の決定も、理事会で行われているか。
	企業総合賠償保険（CGL）や生産物賠償責任保険（PL保険）、旅行賠償保険等について、理事会で決定して［いる／いない］。

【理事会で決定している場合の根拠（規程又は理事会決議）】
　　　　規程

【理事会で決定していない場合の具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法97条１項

	(2) 理事会による理事の監督
ア　理事は、善管注意義務及び忠実義務の一内容として他の理事に対する監督義務を負っており、不正の報告を受けたにもかかわらず放置した場合や容易に発見できる不正を見落としたような場合には、学校法人や第三者に対して損害賠償責任を負いうることを理解した上で、理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事が行う業務執行の状況について、私学法36条２項の趣旨を踏まえた適切な監督を行っているか。
	適切な監督が出来て［いる／いない］。

【適切な監督が出来ていると考える具体的理由又は適切な監督が出来ていない具体的状況・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	私学法36条２項、私学法30条４項（民法644条）、私学法38条、88条、89条


	　イ　理事会の議事録は私学法及び寄附行為等に則って遅滞なく作成されているか。
	議事録を適切に作成して［いる／いない］。

【適切に作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法43条、私学法施行規則15条、寄附行為作成例22条


	　ウ　理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わっていないか。
	特別の利害関係を有する理事は議決に加わって［いる／いない］。

【特別の利害関係を有する理事が議決に加わっている場合には、その具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法42条３項



	　エ　理事のうち、理事会への出席率が、他の理事と比較して著しく低い者はいないか。

	【理事会の実出席率（直近年度の平均）】
　　％

直近年度内の理事会の実出席が５割未満の理事が［いる／いない］。
理事　　　　　氏　　　実出席率　　　　％

【直近年度内で理事会の出席率が５割未満の理事がいる場合には、その具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	　オ　外部理事や評議員、監事の意見を積極的に学校法人のガバナンスや運営に活用しているか。それらの者は、学校法人のガバナンスや運営実態について、どのように評価しているか。
	外部理事や評議員、監事の意見を積極的に活用して［いる／いない］。

【法人事務局が上記のように考える具体的状況・理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【外部理事からのガバナンスや運営実態に対する具体的な評価・意見】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【評議員からのガバナンスや運営実態に対する具体的な評価・意見】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【監事からのガバナンスや運営実態に対する具体的な評価・意見】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	　カ　理事会の議事における重要な事項は、適切な時期に、適切な方法により教職員に周知されているか。
	重要な事項の周知［あり／なし］。

【周知の具体的方法、充分でないと考える場合の充実強化の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 理事会については、私学法や寄附行為で定められた方法により適切に招集されているか。
	【招集の実施時期】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【招集の具体的方法】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【招集通知に、日時・場所並びに会議の目的である事項を記載しているか】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	私学法41条、寄附行為作成例18条

	(4) 理事会の決議については、私学法42条２項や寄附行為の規定に従って、内容ごとに決議要件を満たしているか。
	各内容の決議要件を満たして［いる／いない］。

【決議要件を満たしていない内容がある場合には、具体的な理由及び是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法42条２項、寄附行為作成例20条

	[bookmark: _Toc170292983]４　理事による特別の利益供与・競業取引・利益相反取引等
(1) 学校法人（特に理事）は、その事業を行うに当たり、当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員等に対し、特別の利益を与えていないか。

	

特別の利益付与［あり／なし］。

【特別の利益付与がある場合には、その具体的内容・理由、是正の有無】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法20条、私学法施行令１条

	(2) 理事の副業・兼職の定期的な調査等、各理事の競業・利益相反状況を把握するために、どのような措置を講じているか。
	【競業・利益相反状況を把握するための措置の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 理事は、自己又は第三者のために学校法人の事業の部類に属する取引（競業取引）をしているか（学校法人の収益事業・付随事業と競業する場合も含む）。
	競業取引［あり／なし］。

【競業取引の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法40条（一般法人法84条１項１号、92条２項）


	(4) 競業取引を行っている場合には、事前に、理事会において当該取引について重要な事実を開示してその承認を受けるとともに、取引後に、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しているか。

	事前に理事会で重要な事実を開示して承認を受けて［いる／いない］。

取引後に遅滞なく理事会に重要な事実を報告して［いる／いない］。

【規制違反が生じた理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法40条（一般法人法84条１項１号、92条２項）

	(5) 理事は、自己又第三者のために学校法人と利益が相反する取引（直接取引）をしているか。また、学校法人は、理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において学校法人と当該理事との利益が相反する取引（間接取引）をしているか。
	利益相反取引［あり／なし］。

【利益相反取引の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法40条（一般法人法84条１項２号、３号、92条２項）、
88条、89条

	(6) 直接取引又は間接取引（両者合せて利益相反取引）を行っている場合には、事前に、理事会において当該取引について重要な事実を開示してその承認を受けるとともに、取引後に、遅滞なく当該取引について重要な事実を理事会に報告しているか。
	事前に理事会で重要な事実を開示して承認を受けて［いる／いない］。

取引後に遅滞なく理事会に重要な事実を報告して［いる／いない］。

【規制違反が生じた理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法40条（一般法人法84条１項２号、３号、92条２項）、
88条、89条

	５　評議員会の運営状況
(1) 評議員がその任務を怠つたとき又はその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、学校法人や第三者に対して損害賠償責任を負いうることについて理解しているか。
	
評議員の任務は一定の責任を伴うことが十分理解されて［いる／いない］。

【十分理解されている又はされていないと考える具体的理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

評議員会における十分な議論が［なされている／必ずしもなされていない］。

【十分な議論がなされていると考える又は必ずしもなされていないと考える場合の具体的状況・理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	私学法61条3項、88条、89条

	(2) 評議員の資格及び構成について、私学法62条や寄附行為に基づく適切な体制となっているか。
	適切な体制となって［いる／いない］。

【適切な体制となっていない場合の具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法62条

	(3) 評議員会の審議
　ア　評議員会は、十分な頻度で、十分な審議時間を確保して開催されているか。
	
評議員会は十分な頻度で開催して［いる／いない］。

【評議員会の開催回数（直近年度）】
　　回

評議員会は十分な審議時間を確保して［いる／いない］。

【評議員会の開催回数又は審議時間が十分又は不十分と考える理由、不十分と考える場合の是正・充実強化の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	　イ　理事及び監事は、評議員会での評議員からの質問に対し、必要な説明をしているか。
	必要な説明をして［いる／いない］。

【必要な説明の具体的内容、充分な説明を行っていない場合には是正・充実強化の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法39条２項、55条２項

	　ウ　評議員が学校法人の業務時間内において寄附行為等の閲覧等を請求した場合に、問題なく閲覧等が可能な体制がとられているか。
	直近年度において、評議員から、寄附行為等の閲覧請求が来たことが［ある／ない］。

上記請求に速やかに対応［できた／できなかった］。

【請求があった具体的な状況及び対応】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法68条

	　エ　評議員会の招集手続は、私学法及び寄附行為に規定する方法に則り行われているか。
	【招集の実施時期】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【招集の具体的方法】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【招集通知に、日時・場所並びに会議の目的である事項を記載しているか】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法70条

	　オ　評議員会の決議については、私学法76条や寄附行為に従って内容ごとに決議要件を満たしているか。
	各内容の決議要件を満たして［いる／いない］。

【決議要件を満たしていない内容がある場合には、具体的な理由及び是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法76条、寄附行為作成例47条

	　カ　評議員会の議事録は私学法及び寄附行為等に則って遅滞なく適切に作成されているか。
	議事録を適切に作成して［いる／いない］。

【適切に作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法78条、私学法施行規則23条、寄附行為作成例48条


	　キ　評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わっていないか。
	特別の利害関係を有する評議員は議決に加わって［いる／いない］。

【特別の利害関係を有する評議員が議決に加わっている場合には、その具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法76条４項

	　ク　評議員のうち、評議員会への出席率が、他の評議員と比較して著しく低い者はいないか。

	【評議員会の実出席率（直近年度の平均）】
全評議員　　　　　　　　　　％
理事・職員以外の評議員　　　％

直近年度内の評議員会の実出席率が５割未満の評議員が［いる／いない］。
評議員　　　　　氏　　実出席率　　　％

【評議員会の出席率が５割未満の評議員がいる場合には、その具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(4) 理事会は、私学法36条４項各号に掲げる事項の決定に当たっては、あらかじめ評議員会の意見を聴いているか。
	①重要な資産の処分及び譲受け
［聴いている/聴いていない］
②多額の借財［聴いている/聴いていない］
③予算及び事業計画の作成又は変更
［聴いている/聴いていない］
④役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準の策定又は変更［聴いている/聴いていない］
⑤収益を目的とする事業に関する重要事項
［聴いている/聴いていない］。

【私学法36条４項違反の具体的内容・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法36条４項


	(5) 私学法や寄附行為において評議員会の議決を要すると定められた事項について、評議員会の議決を経ていないものはないか。
　
	評議員会の議決を経ていないもの［あり／なし］。

【評議員会の議決を経なかった理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	(6) 毎会計年度終了後２か月以内（※）に、理事長において、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めているか。
　※令和６年度においては、令和６会計年度終了後２ヶ月以内に評議員に郵送やメール等の方法で報告し、正式な報告及び意見聴取を定時評議員会で行うことも可能。なお、令和７年度決算以降は会計年度終了後３か月以内（以下決算に関し、同様）。
	評議員会の意見聴取［あり／なし］。

【評議員会の意見聴取をしなかった理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法103条、105条、107条


	[bookmark: _Toc170292985]６　監事の監査状況
(1) 監事は、善管注意義務を負っており、不正の報告を受けたにもかかわらず放置した場合や容易に発見できる不正を見落としたような場合には、学校法人や第三者に対して損害賠償責任を負いうることを理解した上で、どのように監査を行っているか。
	
【監査方針の具体的内容、監査が不十分と考える事項がある場合の是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法45条３項（民法644条）、88条、89条


	(2) 学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について、監事としての意見はあるか。
	【監事としての意見】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法52条


	(3) 直近１年間に、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとして、理事から報告を受けたことはあるか。
	理事からの報告［あり／なし］。

【報告がある場合その具体的内容、その後の対応】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法40条（一般法人法85条）

	(4) 直近１年間に、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見し、所轄庁又は理事会及び評議員会に報告したことはあるか。
　※私学法改正に伴い、令和７年４月以降は違反等が生じるおそれがある場合も報告対象に加わるとともに、所轄庁及び理事会並びに評議員会への報告が必須。
	所轄庁又は理事会及び評議員会への報告［あり／なし］。

【報告がある場合その具体的内容、その後の対応】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法56条２項、57条

	(5) 監事は、学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査した際には、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に報告しているか。
	監査報告書を作成して［いる／いない］。

【報告書を作成している場合、その具体的内容。作成していない場合は理由と是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事会及び評議員会に報告して［いる／いない］。

【理事会及び評議員会の反応、その後の対応、報告していない場合は理由と是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法56条１項

	(6) 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を評議員会前に調査し、法令違反等がある場合は評議員会に報告しているか。
	評議員会前に調査して［いる／いない］。

【調査している場合、法令違反等があったか。調査していない場合は理由と是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法令違反等があった場合、評議員会に報告して［いる／いない］。

【報告した場合は評議員会の反応、その後の対応
、報告していない場合は理由と是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法54条

	(7) 監事の選解任に関し、理事が議案を評議員会に提出する際は、監事の過半数の同意を得ているか。
	同意を得て［いる／いない］。

【同意を得ていない場合は理由と是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法49条１項

	(8) 理事長と定期的な会合の機会を設けているか。
　（理事長の経営方針を確かめるとともに、学校法人が対処すべき課題、学校法人を取り巻くリスク、監査上の重要課題等について意見を交換し、理事長と信頼関係を深めておくことが重要である。）
	理事長との定期的な会合の機会［あり／なし］。

【理事長との会合の頻度】
　　か月に1回程度
	－

	(9) 定期的に内部監査部門や独立監査人と情報共有や意見交換を行うなど、適切に連携を図っているか。また、意見交換等の結果を、どのように監査に活用しているか。

	内部監査部門や独立監査人との適切な連携［あり／なし］。

【連携の具体的内容、連携を行っていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【意見交換等の結果の活用に関する具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(10) 年度ごとに、監査計画を策定しているか。

	監査計画［あり／なし］。

【監査計画がある場合はその具体的内容。ない場合はその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重点監査項目の設定［あり／なし］。

【重点監査項目があれば、その具体的内容。ない場合はその理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(11) 理事会、評議員会その他重要な会議体に出席し、積極的に自らの意見を述べ、適切に牽制機能を利かせているか。


	【理事会への出席状況（直近年度）】
監事　　　　　氏　理事会　　　回中　　回出席
監事　　　　　氏　理事会　　　回中　　回出席

【評議員会への出席状況（直近年度）】
監事　　　　　氏　評議員会　　回中　　回出席
監事　　　　　氏　評議員会　　回中　　回出席

【その他重要な会議体への出席状況（直近年度）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法52条２号

	(12)競業取引、利益相反取引、出資会社との通例的でない取引について、特に慎重に監査を行っているか。
　（これらの取引は、理事が学校法人の利益を犠牲にして自らの利益を図るおそれが類型的・構造的に高い取引であるため、特に慎重な監査が求められる。）
	特に慎重な監査の実施［あり／なし］。

【特に慎重な監査を行っている場合にはその具体的内容、行っていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(13) 監事は、①事業計画・中期的な計画の策定及び達成状況のチェック、②諸規程のチェック、③業務執行が法令及び諸規程に則って行われているかのチェック、④事業報告書のチェック、⑤予算・決算のチェック、⑥財産の管理状況のチェック、⑦資産運用のチェック、⑧監事、内部監査部門又は独立監査人が指摘した問題点について改善状況のチェックを行っているか。

	①事業計画の策定状況のチェック　　［あり／なし］。
事業計画の達成状況のチェック　　［あり／なし］。
中期的な計画の策定状況のチェック［あり／なし］。
中期的な計画の達成状況のチェック［あり／なし］。
②諸規程のチェック　　　　　　　　［あり／なし］。
③業務執行の法令違反等のチェック　［あり／なし］。
④事業報告書のチェック　　　　　　［あり／なし］。
⑤予算・決算のチェック　　　　　　［あり／なし］。
⑥財産の管理状況のチェック　　　　［あり／なし］。
⑦資産運用のチェック　　　　　　　［あり／なし］。
⑧問題点の改善状況のチェック　　　［あり／なし］。
	－

	(14) 監事が行うべき監事監査には教学監査も含まれていることを理解した上で、適切に教学監査を行っているか。

	教学監査の実施［あり／なし］。

【教学監査の具体的内容、教学監査を行っていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法52条１号
私立学校法改正Q&A（令和元年９月30日版）Q6-1

	(15) 毎会計年度終了後２か月以内に監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提出しているか。また、当該監査報告書とは別に、期中に長文式の監事監査意見書等の意見書を作成しているか。
	毎会計年度終了２か月以内に、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提出して［いる／いない］。

【適切に対応できていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長文式の監事監査意見書等の作成［あり／なし］。

【作成している場合、当該意見書の概要】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法56条、104条


	(16) 監事の人数や勤務体制等を踏まえ、監事に対する情報の提供等の支援体制や、監事監査を支援するための事務体制を整えているか。
	監事監査の支援体制［あり／なし］。

【監事監査の支援体制が整備されている場合にはその具体的内容、整備されてない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準第１．４（６）

	(17) 評議員会に理事が提出する会計監査人の選解任に関する議案の内容は、監事により決定されているか。
	監事が決定していない事例が［ある／ない］。

【監事が決定していない事例がある場合はその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法84条１項

	７　内部統制システムの整備状況
(1) 内部統制システムの基本方針等について、理事会で決定を行っているか。また、当該決定に基づいて具体的に何を整備し、運用状況をどのように確認しているのか。

	
理事会で決定して［いる／いない］。

【内部統制システムの基本方針が決定している場合は具体的な整備状況や運用状況の確認方法。決定していない場合はその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法36条３項５号、148条

	(2) 内部監査部門を設けているか。設けている場合、どのような人員で構成されているか。設けていない場合は、内部監査機能をどのように補完しているか。
　（日本内部監査協会 内部監査基準1.0.1によると、内部監査とは、経営目標の効果的な達成を目的として、合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で経営諸活動の遂行状況を評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告又は支援を行う業務をいう。）

	
内部監査部門［あり／なし］。

【内部監査部門の人員構成】
責任者　　　　　　氏（あれば）兼務している役職　　　　　　
他　　名（うち兼職　　　名）

【（設けていない場合）内部監査機能の補完方法】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内部監査を行って［いる／いない］。

【内部監査を行っている場合にはその具体的内容、行っていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【内部監査部門に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	８　会計監査人の監査状況
(1) 会計監査人を設置しているか。会計監査人により学校法人の役員や職員等と適切にコミュニケーションが取られ、その職務が適切に果たされていると考えているか。

	
会計監査人を設置して［いる／いない］。

【設置していない場合はその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【会計監査人の職務を既に実施している場合は、具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	私学法18条２項、86条、144条

	(2) 令和７年度決算以降は計算書類及びその附属明細書は監事及び会計監査人の監査を受けたうえで理事会の承認を受ける必要があり、改正私学法施行規則に期限が詳細に規定されている。これを認識したうえで、会計監査人と決算スケジュールを調整できているか、又はする予定があるか。
	会計監査人とスケジュールを調整済又は今後調整予定である
［はい／いいえ］。

【未調整かつ調整予定もない場合はその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



	私学法104条２項、私学法施行規則36条

	(3) 独立監査人（※）の監査報告書は無限定適正意見が付されているか。不適正意見や限定付適正意見が付され、あるいは意見不表明となっている場合には、その理由を分析し、対応を行っているか。
  ※令和７年度決算以降は会計監査人。
	独立監査人の監査報告書は無限定適正意見が付されて［いる／いない］。

【無限定適正意見が付されていない場合には、独立監査人の意見についての学校法人の考え方、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	(4) 独立監査人（※）の監査報告書の日付は、理事会が決算を承認した日以降となっているか。
　※令和７年度決算以降は８(2)記載のスケジュールにより、会計監査報告日付が理事会承認前となることに留意。
	独立監査人の報告書の日付は、理事会が決算を承認した日以降となって［いる／いない］。

決算を承認した理事会の日付　　　　年　　月　　日
独立監査人の監査報告書の日付　　　年　　月　　日
	

	[bookmark: _Toc170292988]９　顧問・参与等
法的根拠のない役員以外の者（理事長退任者等）が、顧問・参与等（名称は問わないが、理事や職員から相談を受けて経営判断に関する助言等を行う役職をいう。）として経営に関与しているか。
また、役員以外の者の経営への関与が不当な影響力の行使となっていないか。
	顧問を置いて［いる／いない］。

顧問規程を整備して［いる／いない］。

【具体的な規程等の名称】
　　　　規程

【顧問を置いている場合には、顧問の役割・勤務実態、選任手続、報酬等の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事・監事・評議員以外の者の経営への関与［あり／なし］。

【経営に関与する理事・監事・評議員以外の者に係る具体的な規程等の名称】
　　　　規程

【関与がある場合、該当者の役割・勤務実態、該当者に関する報酬等の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事・監事・評議員外の者の関与が不当な影響力の行使となって［いる／いない］。

【不当な影響力の行使となっていない場合にはその具体的内容、不当な影響力の行使となっている場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292989]１０　規程等の整備状況
(1) 実態調査表に記載されている29種類の基本的な規程は整備されているか。

	
29種類の基本的な規程を全て整備して［いる／いない］。

【整備されていない場合には、その規程の名称】
　　　　規程
　　　　規程

【整備していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準　第１．４（１０）

	(2) 役員及び評議員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。）について、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているか。（役員に対する報酬等を支給しない場合であっても、その旨を規定しておく必要がある。）
	役員及び評議員に対する報酬等に係る支給の基準［あり／なし］。

【整備していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法100条

	(3) 役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準において、役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めているか。
	役員及び評議員の勤務形態に応じた報酬区分の定め［あり／なし］

報酬額の算定方法の定め［あり／なし］。

報酬の支給方法の定め［あり／なし］。

支給の形態（現金、現物等）の定め［あり／なし］。

【整備していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法100条、私学法施行規則28条

	[bookmark: _Toc170292990]１１　予算・事業計画・中期的な計画・事業報告書
(1) 毎会計年度、予算を作成しているか。
	

毎会計年度、予算を作成して［いる／いない］。

【作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法99条


	(2) 認証評価の結果を踏まえ、毎会計年度、学校法人としての事業計画を作成しているか。
	認証評価の結果を踏まえ、毎会計年度、事業計画を作成して［いる／いない］。

【作成している場合には具体的な反映状況、作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法99条、148条


	(3) 認証評価の結果を踏まえ、学校法人としての中期的な計画を作成しているか。
	認証評価の結果を踏まえ、事業に関する中期的な計画を作成して［いる／いない］。

【作成している場合には具体的な反映状況、作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法99条、148条


	(4) 事業報告書は、学校法人の状況に関する重要な事項を記載しているか。
　また、財務・経営情報をステークホルダーなどの外部の者が分かりやすく理解するうえで、どのような工夫を行っているか。
	学校法人の状況に関する重要な事項を記載して［いる／いない］。

【事業報告書を分かりやすくするための工夫を行っていれば、その具体的内容、重要な事項を記載していない場合や分かりやすくするための工夫を行っていない場合には、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法施行規則29条

	[bookmark: _Toc170292991]１２　収益事業・付随事業
(1) 私学法上の収益事業（以下、単に「収益事業」という。）を行っている場合、寄附行為に収益事業に関する規定を置いているか。
	
収益事業［あり／なし］。

寄附行為に収益事業に関する規定を置いて［いる／いない］。

【収益事業を実施しているが規定を置いていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法19条、23条１項13号


	(2) 収益事業は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件（平成20年文部科学省告示第141号）に則っているか。
	収益事業は、左記告示に則って［いる／いない］。

【則っていない場合には、どのような事業を行っているか。また、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	「文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件」（平成20年文部科学省告示第141号）

	(3) 収益事業を行っている場合、収益事業に係る計算書類（※）を作成しているか。
　※令和７年度決算以降は収益事業会計に係る貸借対照表及び損益計算書
	収益事業に係る計算書類を作成して［いる／いない］。

【作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法19条３項、学校法人会計基準１条２項、旧学校法人会計基準３条

	(4) 収益事業は、その収益を私立学校の経営に充てるという目的に照らし、十分な成果を上げているか（赤字になっていないか。）
	収益事業は赤字になって［いる／いない］。

【赤字の場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法19条１項


	(5) 収益事業の規模は、適正な範囲に収まっているか。
　（全収益事業に関する売上高＋営業外収益＜学校法人全体の帰属収入。ただし、学校法人全体の帰属収入には、ⅰ収益事業からの繰入収入、ⅱ特定年度にのみ臨時的に生じた収入、ⅲ保育事業による収入は含まない。なお、帰属収入は、現行の学校法人会計基準における事業活動収入（教育活動収入＋教育活動外収入＋特別収入）に相当する。）
	収益事業の規模は、適正な範囲に収まって［いる／いない］。

【収まっていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて（通知）」（平成21年20 文科高第 855 号）


	(6) 付随事業の規模は、適正な範囲に収まっているか。
　（A 全付随事業に関する収入/学校法人全体の帰属収入＜30/130。特定の付随事業が特定の学校部門密接に関連する場合には、B 特定の付随事業に関する収入/特定の学校部門の帰属収入＜30/130 も満たす必要がある。
ただし、学校法人全体の帰属収入には、収益事業からの繰入収入は含まず、上記各収入には、ⅰ特定年度にのみ臨時的に生じた収入、ⅱ保育事業による収入は含まない。なお、帰属収入は、現行の学校法人会計基準における事業活動収入（教育活動収入＋教育活動外収入＋特別収入）に相当する。）
	付随事業の規模は、適正な範囲に収まって［いる／いない］。

【収まっていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて（通知）」（平成21年20 文科高第 855 号）


	[bookmark: _Toc170292992]１３　出資会社・関連当事者
(1) 出資会社の事業は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件（平成20年文部科学省告示第141号）に則っているか。
	
出資会社の事業は、左記告示に則って［いる／いない］。

【則っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	「学校法人の出資による会社の設立等について（通知）」（平成13年13高私行第５号）
）


	(2) 出資割合が２分の１以上の出資会社については、適切に貸借対照表に注記しているか。
	貸借対照表への適切な注記［あり／なし］。

【適切な注記がない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	旧学校法人会計基準34条８項、学校法人会計基準40条11項、「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について（通知）」（令和７年６高私参第27号）

注記
―学校法人の出資による会社に係る事項

	(3) 関連当事者と取引を行っている場合、適切に貸借対照表に注記しているか。
	貸借対照表への適切な注記［あり／なし］。

【適切な注記がない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校法人会計基準の一部を改正する省令附則２条、旧学校法人会計基準34条８項、学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について（通知）

注記
―関連当事者との取引

	(4) 私学法施行規則11条に規定する子法人は存在するか。子法人の経営状況やガバナンス上の問題について、どのように把握・是正する体制となっているか。
	子法人が存在［する／しない］。

【子法人が存在する場合は、経営状況やガバナンス上の問題等について把握するための具体的な体制整備状況】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法31条４項２号、私学法施行規則11条


	[bookmark: _Toc170292993]１４　登記・届出・書面の備付け・情報公表
(1) 理事長を含め、代表権を有する者が変更された場合、２週間以内に登記を行っているか。


	

適切に登記を行って［いる／いない］。

【適切に登記を行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法22条１項、組合等登記令３条１項、２条２項４号


	(2) 設置校の改組が行われ、登記事項に変更が生じた場合、２週間以内に登記を行っているか。
	適切に登記を行って［いる／いない］。

【適切に登記を行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法22条１項、組合等登記令３条１項、２条２項

	(3) 資産総額変更の登記は、毎事業年度末日から３か月以内（寄附行為に別途定めがある場合にはそれに従う）に行っているか。

	適切に登記を行って［いる／いない］。

【適切に登記を行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法22条１項、組合等登記令３条３項、２条２項、寄附行為作成例71条


	(4) 私学法施行規則46条で定める事項について寄附行為の変更を行った場合、文部科学大臣に届出を行っているか。
	適切に届出を行って［いる／いない］。

【適切に届出を行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法108条５項、私学法施行規則46条


	(5) 理事、監事、評議員又は会計監査人が変更された場合、文部科学大臣に届出を行っているか。

	適切に届出を行って［いる／いない］。

【適切に届出を行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法施行規則61条３項


	(6) 寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、これを閲覧に供しているか。
	適切に備えて置いて［いる／いない］。

【適切に備えて置いていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法27条


	(7) 会計帳簿は、適切に作成しているか。
	適切に作成して［いる／いない］。


【適切に作成していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法102条

	(8) 毎会計年度終了後２か月以内（※１）に、①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書、④事業報告書、⑤役員名簿、⑥報酬等の基準、⑦監事監査報告書を作成し、作成の日（※２）から５年間、各事務所に備えて置き、請求があった場合には、これを閲覧に供しているか。
　※１　令和７年度決算からは３か月以内。
　※２　令和７年度決算からは、計算書類等及び監査報告（会計監査報告を含む）を、定時評議員会の日の１週間前の日から５年間、財産目録、役員名簿及び報酬等の基準を定時評議員会の日から５年間、主たる事務所に備え置き、請求があった場合には、これを閲覧等に供する。
	適切に備えて置き、閲覧に供して［いる／いない］。

【備えて置いていない場合には、その文書の名称】
　　　　　　　
　　　　　　　

【適切に備えて置いていない又は閲覧に供していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	旧私学法47条、私学法106条、107条

	(9) ①寄附行為、②監事監査報告書、③財産目録、※貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係る記載を除く。）、④役員報酬等の基準を記載した書面をインターネットで公表しているか。
※令和7年度決算からは、計算書類等や会計監査報告も公表の対象となる。
	インターネットで適切に公表して［いる／いない］。

【公表しているHPのURL】
1 寄附行為：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 監事監査報書：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 財産目録：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貸借対照表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
収支計算書：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業報告書：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
役員等名簿：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4 役員報酬等の支給基準を記載した書面：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【公表していない場合には、その文書の名称】
　　　　　　　
　　　　　　　

【適切に公表していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	旧私学法63条の２、旧私学法施行規則７条１項、私学法137条、私学法施行規則49条、55条、


	[bookmark: _Toc170292994]１５　ガバナンス・コードへの対応状況
　私立大学団体等が策定したガバナンス・コードを踏まえ、各大学の実情に応じ、ガバナンスの向上に向けた取組みを十分に行っているか。

	
私学団体が策定したガバナンス・コードの全項目を網羅した学校法人独自のガバナンス・コードを策定して［いる／いない］。

ガバナンス・コードを公表して［いる／いない］。

【公表しているHPのURL】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ガバナンス・コードの実施状況を自己点検して［いる／いない］。

自己点検の結果を公表して［いる／いない］。

【公表しているHPのURL】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【ガバナンス・コードの推進に向けた学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	[bookmark: _Toc170292995]１６　PDCAの実施状況
(1) 法人の運営計画について、どのように実行し、その成果を検証するためのPDCAサイクルを適切に導入しているか。また、実効性のあるPDCAの具体的な実施やそのための体制構築が行われているか。

	
法人全体の統制や情報共有などに経営陣が主体的に取り組んで［いる／いない］。

【PDCAを適切に行うための具体的な体制】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【PDCAの実効性を高めるための方策】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

部門別（学校別）収支を踏まえた財務分析や部門単位の戦略策定を行って［いる／いない］。

【部門別の分析及び戦略策定を行っている場合は、その具体的内容、行っていない場合は、その理由及び今後の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

改善対応策が希望的観測によるものではなく、財務分析など定量的データに基づいたものとなって［いる／いない］。

【定量的データを用いている場合は、分析内容及びそれを踏まえた改善対応策の具体的内容、そうなっていない場合はその理由及び是正の方針。】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(2) PDCAのサイクルについて、具体的な検証作業を行っているか。
	具体的な検証作業を行って［いる／いない］。

【検証作業を行っている場合】
・誰が行っているか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・どのくらいの頻度で行っているか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・どのような方法で行っているか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・検証結果及び今後の方針はどのようなものか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292996]Ⅲ　財務面
[bookmark: _Toc170292997]１　財務状況（フローに関する事項）
(1) 学生数確保
ア　直近年度の入学定員は充足されているか。

	
設置する各学校の入学定員を充足して［いる／いない］。

【入学定員を充足していない理由の分析】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	イ　入学定員充足に向け、どのような取組を行っているか。
	【入学定員充足に向けた取組の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	ウ　入学定員充足に向け、どのような見通しを立てているか。また、その根拠となるエビデンスは客観的に存在するか。

	【入学定員充足に向けた見通しの具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【根拠となる客観的エビデンス】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	エ　18歳人口の大幅な減少局面に入ったことを踏まえ、定員充足状況も踏まえた学校法人の継続可能性や将来計画を検討しているか。

	【学校法人の継続可能性の検討状況】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【将来計画の検討状況】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	オ　定員削減により入学定員充足率を向上させることを検討している場合、収支均衡を考慮せずに定員を削減することを検討していないか。
（収支均衡を考慮せず、私学助成の削減の回避や高等教育における修学支援新制度の機関要件の充足のみを目的とした定員削減となっていないか）
	入学定員充足率向上のために定員削減を検討して［いる／いない］。

定員削減を検討している場合、収支均衡を考慮して［いる／いない］。

【定員の削減を検討している場合、収支均衡に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	カ　学校法人独自の奨学金の支給や授業料免除は整備されているか。

	学校法人独自の奨学金の支給や授業料免除の整備［あり／なし］。

【整備されていない場合には、学校法人独自の奨学金の支給や授業料免除に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	　キ　学校法人独自の奨学金制度等の効果として、志願者数の動向等との関連を検証しているか。
また、同奨学金等による支援人数と財源となる学納金収入等とのバランスを鑑み、財務面を逼迫させることなく、適切な範囲で行っているか。
	志願者数の動向等を検証して［いる／いない］。

【検証している場合、検証結果の具体な内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【学納金収入等と独自の奨学金の支給や授業料免除の総額についての比率及び法人の見解】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【奨学金及び授業料免除が学校法人の財務状況を悪化させていると考える場合には、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	ク　財務面（学内奨学金制度に係る支出入）において、長期的な学内奨学金の計画的・具体的な支出の見通しを立てているか。

	学内奨学金制度の計画的な見通しを立てて［いる／いない］。

【計画を立てている場合、具体な内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	ケ　高等教育における修学支援新制度において、機関要件を満たさなくなった場合、対象機関としての確認を取り消された日から起算して３年間は機関要件の確認申請ができないことを承知しているか。
	承知して［いる／いない］。
	大学等における修学の支援に関する法律第7条2項3号

	コ　高等教育における修学支援新制度の機関要件において、「収支差額や外部負債の超過に関する要件」や「収容定員に関する要件」、もしくは数値的には該当していてもその除外要件を満たすことは確認しているか。
	確認して［いる／いない］。
	大学等における修学の支援に関する法律施行規則第3条2項、第4条4項、同条5項

	サ　【設置する大学等が高等教育における修学支援新制度の対象となっている場合】
高等教育の修学支援新制度について、以下①②を記載。

1 授業料等減免の実績人数（令和６年度）
2 授業料等減免の総額（令和６年度）
	高等教育における修学支援新制度による授業料等減免の令和６年度実績
①支援人数　（　　　　　人）※実人数
②支援金額　（　　　　　円）

（以下は、該当する場合のみ記入）
【高等教育の修学支援新制度の確認大学の認定取消等により、経営に影響を及ぼしている場合の具体的事例】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(2) 学校法人全体の人件費比率（＝人件費/経常収入）は、同系統の学校法人の平均と比べて著しく高くないか。また、これまで人件費比率を抑制するために行ってきた方策はあるか。
（同系統の学校法人の平均値については、日本私立学校振興・共済事業団の発行する『今日の私学財政　大学・短期大学編』の大学部門又は短期大学部門の財務比率表のうち、「令和６年度財務比率表（系統別）」等により確認することができる。）
	人件費比率は著しく［高い／高くない］。

【直近年度の人件費比率】
　　％

【人件費比率に関する学校法人の考え方・抑制のための具体的方策】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	－

	(3) 学校法人全体の教育研究経費比率（＝教育研究経費/経常収入）は、同系統の学校法人の平均と比べて著しく高くないか。また、これまで教育研究経費比率を抑制するために行ってきた方策はあるか。
（同系統の学校法人の平均値については、日本私立学校振興・共済事業団の発行する『今日の私学財政　大学・短期大学編』の大学部門又は短期大学部門の財務比率表のうち、「令和６年度財務比率表（系統別）」等により確認することができる。）
	教育研究経費比率は著しく［高い／高くない］。

【直近年度の教育研究経費比率】
教育研究経費比率　　　％

【教育研究経費比率に関する学校法人の考え方・抑制のための具体的方策】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	－

	(4) 学校法人全体の管理経費比率（＝管理経費/経常収入）は、同系統の学校法人の平均と比べて著しく高くないか。また、これまで管理経費比率を抑制するために行ってきた方策はあるか。
（同系統の学校法人の平均値については、日本私立学校振興・共済事業団の発行する『今日の私学財政　大学・短期大学編』の大学部門又は短期大学部門の財務比率表のうち、「令和６年度財務比率表（系統別）」等により確認することができる。）
	管理経費比率は著しく［高い／高くない］。

【直近年度の管理経費比率】
管理経費比率　　　％

【管理経費比率に関する学校法人の考え方・抑制のための具体的方策】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	－

	(5) 部門別（学校別）の経常収支差額や経常キャッシュフローが赤字となっている部門はないか。
　※経常キャッシュフローの計算式は「経常収支差額＋減価償却額（教育研究経費＋管理経費）」
	部門別にみたときの赤字部門［あり／なし］。

【赤字の理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(6) 部門別（学校別）の損益分岐点を分析しているか。
	部門別の損益分岐点を分析して［いる／いない］。

【部門別の損益分岐点の分析に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(7) 寄付金募集、共同研究、新規の補助金事業への参加など、多元的な財源確保のために、どのような取り組みを行っているか。
	多元的な財源確保のための取り組み［あり／なし］。

【取り組みを行っている場合にはその具体的内容、行っていない場合には多元的な財源確保に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(8) 今後の資金確保の見通しをどのように分析しているか。
	借入金その他の資金調達に関する計画［あり／なし］。

【借入金その他の資金調達の計画の具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292998]２　財務状況（ストックに関する事項）
(1) 現金預金の残高等を踏まえ、資金ショートのリスクを分析し、対策を講じているか。
	
資金ショートのリスク分析や対策［あり／なし］。

【リスク分析・対策の具体的内容、講じていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(2) 経常収支差額（減価償却額補正後）※が赤字の場合、運用資産/経常収支差額（減価償却額補正後）の数値はどのようになっているか。
　※経常収支差額（減価償却額補正後）
＝経常収支差額＋減価償却額（教育研究経費＋管理経費）」（いずれも事業活動収支計算書類の科目）
＝経常キャッシュフロー
	運用資産：　　　　　　　　千円　…①
経常収支差額（減価償却額補正後）：　　　　　　　　千円　…②
運用資産/経常収支差額（減価償却額補正後）（①/②）＝　　　　

	－

	(3) 流動比率（＝流動資産/流動負債）は、100%を下回っていないか。
	流動比率が100％を下回って［いる／いない］。

【下回っている場合、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(4) 前受金保有率（＝現金預金/前受金）は、100%を下回っていないか。
	前受金保有率が100％を下回って［いる／いない］。

【下回っている場合、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(5) 教育研究事業、付随事業又は収益事業のいずれの用にも供していない資産（遊休資産）はあるか。
	遊休資産［あり／なし］。

【遊休資産の活用・処分に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(6)資産運用の状況
　ア　資産運用を行っているか。資産運用を行っている場合、アセットオーナー・プリンシプル（2024年８月28日　内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局）等に示された考え方に基づき、資産運用規程を整備した上で、運用を行っているか。
	
資産運用を行って［いる／いない］。

資産運用規程［あり／なし］。
規程名称：○○

アセットオーナー・プリンシプル等の考え方に基づき、資産運用を行って［いる／いない］。

【アセットオーナー・プリンシプル等で定められた事項と、資産運用方針の対応関係】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アセットオーナー・プリンシプルの受入れについて、表明済又は今後表明予定である［はい／いいえ］。

	アセットオーナー・プリンシプル（2024年８月28日　内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局

	イ　資産運用を行っている場合、資産運用規程等で、①安全性の重視など資産運用の基本方針、②理事会・理事長・担当理事・実務担当者など資産運用関係者の権限と責任、③具体的な意思決定の手続、④理事会等による運用状況のモニタリング、⑤資産運用の期間及び成果の目標、⑥保有しうる有価証券や行いうる取引の内容、⑦資産運用に係る限度額等を明確にしているか。ステークホルダーへ運用状況についての情報開示など、透明性を持った運用を行っているか。
	資産運用規程等で、左記①から⑦の事項について定めを置いて［いる／いない］。

【左記①から⑦の事項について漏れがある場合には、その事項、理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	「学校法人の資産運用について（通知）」（平成21年１月６日20高私参第７号）


	ウ　資産運用を行うにあたっては、資産運用規程を遵守しているか。


	資産運用規程を遵守して［いる／いない］。

【遵守していない場合には、その具体的状況、理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	エ　社会情勢の変化に応じて保有する運用資産の組み合わせ（ポートフォリオ）の検討を行っているか。（例えばインフレ局面では預貯金一択だと、資産の目減りリスクがあるといったことを、認識しているか。）
	社会情勢の変化に応じた資産運用内容の検討を行って［いる／いない］。

【資産運用内容の検討の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	オ　仕組債、デリバティブ、株式、投資信託など元本保証のない金融商品で資産運用を行っている場合、必要性やリスクを十分に検討した上で適切なリスクコントロールを行っているか。
	元本保証のない金融商品での資産運用［あり／なし］。

【リスクコントロールに関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	カ　資産運用状況について公開しているか。公開している場合、どのような手法で公開しているか。
	資産運用の状況について計算書類に注記［している／していない］。

資産運用の状況について注記以外の方法で公開［している／していない］。

【注記以外の方法で公開している場合のHPのURL等】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【資産運用状況の公開方法及び内容についての学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(7) 長期借入金の返済計画及び返済状況はどのようになっているか。また、当年度の支払利息や返済財源を当年度の収入で賄えないような過大な借入金を負担していないか。
	【長期借入金の返済計画及び返済状況】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

過大な借入金の負担［あり／なし］。

【過大な借入金の具体的内容、理由、今後の返済計画】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(8) 基本金の状況
ア　教育の用に供する固定資産（第１号基本金の組み入れ対象となる資産）を将来取得する計画がある場合には、基本金組入計画を定めた上で、これに従って第２号基本金に組み入れているか。
　　（固定資産の取得財源を全額、借入金によって賄う場合には、第２号基本金は不要。固定資産の取得が建替え・取替え・買換えの場合には、旧固定資産と新固定資産の差額が第２号基本金の組入対象となる。）
	
基本金組入計画を定めて［いる／いない］。

適切に第２号基本金への組入れを行って［いる／いない］。

【適切に組入れを行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	学校法人会計基準13条１項２号、２項


	イ　基金として継続的に保持し、運用する金銭等がある場合には、基本金組入計画を定めた上で、これに従って第３号基本金に組み入れているか。

	適切に第３号基本金への組入れを行って［いる／いない］。

【適切に組入れを行っていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校法人会計基準13条１項３号、２項


	(9) 内部留保の状況
　　多額の内部留保は生じていないか。
　　（内部留保は、貸借対照表（純資産の部）の翌年度繰越収支差額と基本金明細表の基本金未組入額から計算する。内部留保の額が３億円を超えると私学助成（一般補助）の減額対象となり、最大99%の減額となる。）
	多額の内部留保が生じて［いる／いない］。

【内部留保の額（直近年度）】
　　　　　千円

【内部留保についての学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私立大学等経常費補助金配分基準別表８ 学校法人収入超過状況による増減率


	(10) 偶発債務の可能性
ア　タイムカード等による記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、すべての教員及び職員の労働時間の状況を把握しているか。
	適切な方法による労働時間の状況の把握［あり／なし］。

【適切な方法により把握していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	労働安全衛生法66条の８の３

	イ　管理監督者として時間外割増賃金を支給されていない教員又は職員について、①経営上の重要事項に関する決定に参画したり一定の人事権を有したりする等の権限を有していること、②労働時間管理を受けていないこと、③管理監督者にふさわしい待遇を受けていること、の要件をすべて満たしているか。
	管理監督者として扱われている教職員が［いる／いない］。

①経営上の重要事項や人事に関する権限が［ある／ない］。

②労働時間管理を受けて［いる／いない］。

③ふさわしい待遇を受けて［いる／いない］。

【いずれかの要件を満たさない場合、管理監督者に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	労働基準法41条１項２号

	ウ　教員及び職員に対して、一定時間分の時間外・休日・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（いわゆる固定残業代）を支給しているか。支給している場合、基本給と固定残業代とが明確に区分され、固定残業時間分を超える労働に対しては割増賃金を追加で支給しているか。
	固定残業代の支給［あり／なし］。

基本給と固定残業代の明確な区分［あり／なし］。

超過労働に対して割増賃金を追加で支給して［いる／いない］。

【明確に区分していない又は超過労働に対して割増賃金を追加で支給していない場合、固定残業代に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	労働基準法24条１項、37条１項

	エ　学校法人を保証人とする保証契約は締結されているか。
	学校法人を保証人とする保証契約［なし／あり］。

【主たる債務者、保証金額等保証契約の具体的内容、学校法人を保証人とする保証契約締結に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	オ　現在、学校法人を当事者とする、金銭の支払いを目的とする紛争（訴訟のみならず審判、調停、請求を受けた段階のものも含め、形式は問わない。）は存在するか。
	金銭の支払いを目的とする紛争［あり／なし］。

【紛争の具体的内容、今後の見通し】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170292999]３　財務状況（その他の事項）
(1) 会計処理は、学校法人会計基準に準拠し、適正に処理しているか。
	
学校法人会計基準に準拠し、適正に処理して［いる／いない］。

【適正に処理していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法101条

	(2) 引当金について、計上要件を満たすものについて適切に計上しているか。計上要件を満たすか不明な場合は、会計監査人と協議の上で検討を行っているか。
	引当金の計上要件を満たすものについては、適切に計上又は計上を検討して［いる／いない］。

計上要件を満たすか不明なものについては、独立監査人（会計監査人）と協議を行って［いる／いない］。

【適正に計上していない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校法人会計基準11条２
項

	(3) 授業料等の学納金以外で、在学生・保護者等関係者から学校法人に対して支払われる金銭等（同窓会費・後援会費等の、代理徴収する金銭を含む。）については、学校法人会計基準の趣旨にのっとり、学校法人が管理する会計帳簿に適切に記載及び適切に管理しているか。
	学納金以外で、在学生等から学校法人に対して支払われる金銭等【あり／なし】

（支払われる金銭等がある場合）
会計帳簿へ適切に記載［している／していない］。

金銭等を適切に管理［している／していない］。

【適切に記載していない又は管理が行われていない場合には、その具体的状況・理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	「学校法人における会計処理等の適正確保について（通知）」（平成27年27高私参第13号）

	(4) 決算額が予算額を著しく超過していないか。該当科目については、予算外の執行手続きが適切に行われたか。
	決算が予算を著しく超過して［いる／いない］。

【決算が予算を超過している場合、具体的な金額】
　　　　　　　　千円

【著しく乖離している科目】
　　　　　　　　

【予算外執行の意思決定に関する具体的な手続】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(5) 直近３年間に、計算書類の科目に急激な増減はないか。
	計算書類の科目の急激な増減［あり／なし］。

【急激な増減の具体的内容、その理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(6) 法改正への対応状況
働き方改革関連法の施行に伴う同一労働同一賃金制度の導入について、必要な対応は実施されているか。
	同一労働同一賃金制度の導入のための必要な対応［あり／なし］。

【実施している場合には具体的内容、実施していない場合には同一労働同一賃金制度の導入に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	短時間・有期雇用労働法８条、９条、労働者派遣法30条の３、30条の４

	[bookmark: _Toc170293000]４　経営基盤充実・強化のための取組み（中期的な計画）
(1) 中期的な計画において、経営基盤充実・強化のための取組み、大学の魅力向上のための方策、将来的な構想等を定めているか。

	

経営基盤充実・強化のための取組みを定めて［いる／いない］。

大学の魅力向上のための方策を定めて［いる／いない］。

将来的な構想を定めて［いる／いない］。


【定めている場合は、大まかな内容。定めていない場合には、その理由、是正の方針】
（経営基盤充実・強化のための取組み）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（大学の魅力向上のための方策）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（将来的な構想）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	[bookmark: _Toc165031325]私学法148第２項、３項。学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（元文科高第228号）

	(2) 中期的な計画の策定にあたっては、どのようなメンバーで検討を行い、計画の実行についてはどのような体制で取り組んでいるか。

	【中期的な計画の策定に関与したメンバー】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【中期的な計画の実行の体制】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法148条第２項、３項


	(3) 急激な財務悪化等に伴い、学生募集停止・学校廃止も視野に入れたリスクシナリオを検討しているか。
　（在学生を卒業させてからの廃止のために十分な財産を残した実現性のあるシナリオになっているか、急に廃止した場合の転学支援や学籍簿管理について十分検討しているか）
　※参考：日本私立学校振興・共済事業団「学校法人の経営改善等のためのハンドブック　第２次改訂版」
	リスクシナリオを検討して［いる／いない］。

【検討している場合には左記記載内容を踏まえた具体的内容、検討していない場合にはリスクシナリオに関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170293001]５　施設設備の整備
(1) 校舎等の耐震補強工事はすべて完了しているか。また、今後、校舎の新設・建替を予定しているか。
	
耐震補強工事はすべて完了して［いる／いない］。

校舎の新設・建替の予定［あり／なし］。

【耐震補強工事が未了の場合には耐震補強工事に関する学校法人の考え方、校舎新設・建替を予定している場合には具体的内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	建築物の耐震改修の促進に関する法律14条１号

	(2) 減価償却額の累計額の合計額（減価償却累計額）に対し、減価償却引当特定資産は十分計上されているか。

【参考】
○減価償却累計額に対する減価償却引当特定資産の割合について（令和５年度）
　・大学法人の平均：16.7％
　・短期大学法人の平均：15.4％
○退職給付引当金、２号基本金、３号基本金、減価償却累計額の合計（要積立額）に対する運用資産の割合（積立率）について（令和５年度）
・大学法人の平均：71.9％
・短期大学法人の平均：64.9％
	減価償却引当特定資産は十分計上して［いる／いない］。

減価償却引当特定資産を十分計上していると考える場合、具体的な金額。
　　　　　　　　　　千円

【上記の判断に至った法人の考え方、計上されていない場合、更新に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	－

	(3) 施設設備の経年年数や過去の改修履歴などから老朽化を把握しているか。

	老朽化を把握して［いる／いない］。

【把握していない場合、今後の把握に対する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法148条第２項、３項、
学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（元文科高第228号）

学校保健安全法第26条

	(4) 施設設備の維持の点及び全体の維持経費の削減等の観点を踏まえ、LCC(ライフサイクルコスト）を意識した管理の必要性を認識しているか。

	LCCについての調査を行って［いる／いない］。

施設設備の維持経費を意識した管理を行って［いる／いない］。

【施設設備の維持経費についての学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法148条第２項、３項、
学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（元文科高第228号）

学校保健安全法第26条

	(5) 老朽化に対する今後の改修・更新計画や財源措置の計画（減価償却引当特定資産や第２号基本金引当特定資産（第２号基本金の計上）又は借入による資金調達など）はあるか

	今後の改修・更新計画や財源措置の計画を策定して［いる／いない］。

【策定していない場合、老朽化に対する改修・更新や財源に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法148条２項、３項、
学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（元文科高第228号）

学校保健安全法26条

	(6) 中期的な計画には施設に関する計画が記載されているか。また、データに基づいた具体的な計画になっているか。

	中期的な計画に施設に関する計画が記載されて［いる／いない］。

【中期的な計画に施設に関する計画を記載することについての学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

データに基づく具体的な計画になって［いる／いない］。

【データに基づく具体的な計画になっていない場合、学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	私学法148条２項、３項、
学校教育法等の一部を改正する法律等の施行について（元文科高第228号）


	[bookmark: _Toc170293002]Ⅳ　教学面
[bookmark: _Toc36147231][bookmark: _Toc170293003]１　教学マネジメント等
(1) 学部、学科又は課程ごとに養成する人材像その他の教育研究上の目的を明確にするとともに、学則等に定めているか。
また、学部又は学科若しくは課程ごとに「卒業の認定に関する方針」、「教育課程編成及び実施に関する方針」及び「入学者の受入れに関する方針」（所謂「３つのポリシー」）を一貫性・整合性あるものとして明確に策定するとともに、三者の関係をわかりやすく示し、公表しているか。
	

養成する人材像その他の教育研究上の目的を学則等上に明確な形で定めているか［いる／いない］。

【明確に定めていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３つのポリシーを一貫性・整合性あるものとして学部等ごとに明確に定めて［いる／いない］。

三者の関係をわかりやすく示して公表して［いる／いない］。

【公表している場合のHPのURL等】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【明確に定めていない又は公表していない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校教育法83条、108条、大学設置基準２条、短期大学設置基準２条、大学院設置基準第１条の２

学士課程教育の構築に向けて（平成20年12月24日中央教育審議会）
学校教育法施行規則172条の２、165条の２


	(2) 中央教育審議会大学分科会の「教学マネジメント指針」（令和２年１月22日）及び「教学マネジメント指針（追補）」（令和５年２月24日）を踏まえ、教学マネジメントの確立に向けた取組を行っているか。
	教学マネジメントの確立に向けた取組［あり／なし］。

【教学マネジメントの確立に向けた具体な取組内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	「教学マネジメント指針」（令和２年１月22日中央教育審議会大学分科会）
「教学マネジメント指針（追補）」（令和５年２月24日中央教育審議会大学分科会）

	(3) 学籍データは電子化されているか。法令上の最低限の保存年限は20年だが、運用上、保存年限はどのように定めているか。
	学籍データは電子化されて［いる／いない］。

学籍簿の保存年限：○○年

【法人（教学部門）の学籍簿の保存年限等の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170293004]２　教育課程・学修成果の把握
(1) 授業科目について、シラバス等に掲載されているにも関わらず、担当教員の不在等で、開設されなかった科目があるか。

	
開設されていない科目［あり／なし］。

【適切に開設されていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(2) 看護、社会福祉等学外実習について、支障なく実施されているか。
	学外実習の適切な実施［あり／なし］。

【適切に実施されていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 単位の実質化の観点から、必要授業時間数（１単位の修得に必要な学修時間として45時間が標準）及び学生の学修時間（授業等外における学修時間（自習や課題等））が確保されているか。
	必要授業数及び学生の学修時間の確保［あり／なし］。

【確保されていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第21条、第22条、第23条、短期大学設置基準第７条、第８条、第９条、大学院設置基準第15条


	(4) シラバスには、授業科目の目的と到達目標、「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学習目標と授業科目の到達目標の関係、授業科目の内容と方法、授業科目の計画、成績評価基準、事前学修と事後学修の内容等の事項が適切に明示されているか。

	必要事項の適切な明示［あり／なし］。

【必要事項の具体的な記載箇所】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【適切に明示されていない場合には、その具体的内容、理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第25条の２、短期大学設置基準第11条の２、大学院設置基準第14条の２


	(5) 卒業要件は、人材養成目的及び課程の目的に照らして必要な学修量を確保し、法令上の要件（大学に４年以上在学し、124単位以上を修得している等）を満たしているか。

	卒業要件は法令上の要件を満たして［いる／いない］。

【法令上の要件を満たしていない場合には、その具体的内容、理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第32条、短期大学設置基準第18条

	３　入学者選抜
(1) 入学者の公正かつ妥当な選抜方法等が定められているか。また、入試の現状を踏まえた上で、各入試区分ごとの募集人員の適切なバランスの検討等、入学者選抜の適切な選抜方法の検討は行っているか。
	
入学者選抜に関する規程［あり／なし］。

【具体的な規程名称】
　　　　規程

【入試区分ごとの募集人員や選抜方法の大まかな考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第２条の２、短期大学設置基準第２条の２、大学院設置基準第１条の３
令和８年度大学入学者選抜実施要項（令和７年６月３日付７文科高第313号高等教育局長通知）


	(2) 入学前に寄付金や学校債の募集を行っていないか。寄付金や学校債を募集する際は、任意であることをそれらの募集案内で明確に記載しているか。
	入学前に寄付金や学校債の募集を行って［いる／いない］。

寄付金や学校債を募集する際は任意であることを文書等で明確に記載して［いる／いない］。

	私立大学における入学者選抜の公正確保等について（平成14年10月１日事務次官通知）


	[bookmark: _Toc8979979][bookmark: _Toc36147238][bookmark: _Toc170293005]４　教員
(1) ２以上の校地（サテライト含む）において教育研究を行う場合、それぞれの校地ごとに必要な専任教員（基幹教員）が備えられているか。
	
専任教員（基幹教員）が配置されていない校地［あり／なし］。

【配慮されていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第７条第７項、短期大学設置基準第20条第７項


	
(2) 資格審査
ア　教員の採用・昇格等、資格に関する必要な規程を設けているか。
	教員の資格に関する規程［あり／なし］。

【具体的な規程名称】
　　　　規程

【設けていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	イ　教員の採用について、公募は行われているか。また、理事長が独断で採用を行ったり、教授会が全てを決めたりしていないか。

	教員の公募［あり／なし］。

【教員の公募に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教員の適切な採用［あり／なし］。

【適切に行われていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc8979980][bookmark: _Toc36147239][bookmark: _Toc170293006]５　学生支援
(1) 就職・進学・課外活動等の厚生補導に関する支援体制は整備されているか。
	
厚生補導に関する支援体制の整備［あり／なし］。

【支援体制が整備されている場合にはその具体的内容、整備されていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第７条第３項、短期大学設置基準第20条第３項、大学院設置基準第8条第３項

	(2) 学生の要望を把握し、活用するシステムはあるか。

	学生の要望を把握し吸い上げるシステム［あり／なし］。

【システムがある場合にはその具体的内容、ない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 障害のある学生に対する支援体制は整備されているか。
	障害のある学生に対する支援体制の整備［あり／なし］。

【支援体制が整備されている場合にはその具体的内容、整備されていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律８条
文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針、障害のある学生の修学支援に関する検討会報告（第三次まとめ）

	(4) 休学者・退学者・除籍者の原因分析を行っているか。また、退学者・除籍者（場合によっては休学者を含む）について対策を講じているか。

	休学者・退学者・除籍者の原因分析［あり／なし］。

休学者・退学者・除籍者への対策［あり／なし］。

【原因分析及び対策の具体的内容、原因分析及び対策を講じていない場合には学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(5) 現状の学生支援策をどのように分析しているか。

	【学生支援策の分析】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(6) 留学生の受入れにあたって、適切な経費支弁能力の確認や入学者選抜を実施した上で、留学生の在籍管理を行っているか。
	留学生の受け入れ［あり／なし］。

在籍管理上、大学等に帰責性が認められる退学者等が一定以上の割合で発生した場合は、「改善指導対象校」として指定され、
「改善指導対象校」となっても継続して退学者等が一定以上の割合で発生した場合は、「在籍管理非適正校」として指定されることを把握して［いる／いない］。



	外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針（令和６年４月26日文部科学大臣決定）
留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針（（令和元年６月11日文部科学省・出入国在留管理庁）

	(7) 留学生の受入れについては、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について（令和７年４月23日高等教育局参事官（国際担当）通知）」を踏まえたものとなっているか。
　①　学生数の確保という観点で安易に留学生を受け入れていないか。
　②　入学志願者が真に修学を目的としており、その目的を達するための十分な能力・意欲・適正等を有しているかを適切に判定しているか（学位課程では、日本語能力試験N2レベル相当以上が目安）。
　③　学業成績、資格外活動の状況等を把握するなど、適切な在籍管理を行っているか。
　④　留学生別科及び研究生・聴講生・科目等履修生等について、無秩序な規模の受入れとならないよう、適切な受入れ及び在籍管理の徹底を図るとともに、教育にふさわしい環境の確保を図っているか。
　⑤　留学生が卒業等した場合の在留資格関係手続や所在不明となった留学生の届出が実施されるよう、適切な対応を行っているか。
　⑥　退学者・除籍者・所在不明者について除籍者・退学者の理由等も含めて文科省及び地方入国管理局への定期報告を行っているか。
	外国人留学生を受け入れている場合、左記通知に適切に対応して［いる／いない］。

【左記通知および「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」を踏まえた各項目の具体的な実施方針】

（外国人留学生の入学者選抜における能力・意欲・適正の基準及び正規課程・非正規課程それぞれの外国人留学生の受け入れ規模等の方針）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（在籍中の学業支援や資格外活動の状況把握等、在籍管理に関する大まかな支援方針）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（卒業・修了等又は退学・除籍・所在不明等になった後の、関係省庁への報告や在留資格関係の手続支援等の方針）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【適切に対応していない項目がある場合にはその具体的内容、理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について（令和7年4月23日高等教育局参事官（国際担当）通知）

	[bookmark: _Toc8979981][bookmark: _Toc36147240][bookmark: _Toc170293007]６　校地・校舎
教育研究に必要な教室が授業の実施形態等に応じて適切に備えられているか。
	
教室が授業の実施形態等に応じて適切に備えられて［いる／いない］。

【適切に備えられていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第36条、短期大学設置基準第28条、大学院設置基準第19条



	[bookmark: _Toc8979983][bookmark: _Toc36147241][bookmark: _Toc105605159][bookmark: _Toc105605335][bookmark: _Toc170293008]７　自己点検・評価
(1) 自己点検・評価に当たり、教育研究等の必要な項目を定め、適当な体制を整えて、組織的に行われているか。
	
自己点検・評価の組織的な実施［あり／なし］。

【組織的に行われている場合には具体的内容、組織的に行われていない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校教育法109条１項
学校教育法施行規則166条


	(2) 自己点検・評価の結果を学内外に公表しているか。
	自己点検・評価の結果の学内外への公表［あり／なし］。

【公表していない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	学校教育法第109条１項


	[bookmark: _Toc36147242][bookmark: _Toc170293009]８　認証評価
(1) 直近の認証評価の結果はどうか。

	
実施年度　　　　　年

認証評価の結果［適合／不適合］。
	
学校教育法第109条２項

	(2) 認証評価において保留、あるいは、不適当とされた項目について、どのような対応をしているか。

	【保留又は不適当とされた項目】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【当該項目に対する具体的な対応】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(3) 認証評価の結果を踏まえて取り組んでいることはあるか。
	【認証評価の結果を踏まえて取り組んでいる内容】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc8979984][bookmark: _Toc36147243][bookmark: _Toc170293010]９　FD・SD
(1) ファカルティ・ディベロップメント（FD）についてどのように取り組んでいるか。
　　①　直近年度の開催日
　②　出席率
　　③　テーマ

	
①直近年度の開催日
第１回　　　月　　　日
第２回　　　月　　　日

②出席率
第１回　　　％
第２回　　　％

③テーマ
第１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【FDにおける工夫、特色】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学生の授業評価等をFD等で活用して［いる／いない］。

【学生の授業評価等をFDに活用している又はしていない具体的な理由】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第11条、短期大学設置基準第22条の２

	
(2) スタッフ・ディベロップメント(SD)についてどのように取り組んでいるか。
　　①　直近年度の開催日
　　②　出席率
　　③　テーマ


	①直近年度の開催日
第１回　　　月　　　日
第２回　　　月　　　日

②出席率
第１回　　　％
第２回　　　％

③テーマ
第１回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【SDにおける工夫、特色】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	大学設置基準第11条、短期大学設置基準第22条の２

	[bookmark: _Toc8979986][bookmark: _Toc36147244][bookmark: _Toc170293011]１０　教育情報の公開
教育研究活動等の状況についての情報を公表しているか。
①　大学の教育研究上の目的及び第165条の２第１項〔ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー〕の規定により定める方針に関すること
②　教育研究上の基本組織に関すること
③　教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
④　入学者の選抜に関すること
⑤　入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
⑥　授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
⑦　学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
⑧　校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
⑨　授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
⑩　大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
⑪　修学支援新制度に関する確認申請書（大学等における修学の支援に関する法律第３条第１項による確認を受けた大学等が対象）　
	
左記①～⑪のうち、情報公開していない項目［あり／なし］。

【公開している場合、当該URL】
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【公開していない情報】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【公開していない場合にはその理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	学校教育法第113条、学校教育法施行規則第172条の２、修学支援法施行規則７条第２項


	[bookmark: _Toc3465521][bookmark: _Toc8979988][bookmark: _Toc36147245][bookmark: _Toc170293012]Ⅴ　その他
[bookmark: _Toc8979989][bookmark: _Toc36147246][bookmark: _Toc170293013]１　紛争
[bookmark: _Toc36147247](1) 現在係争中の紛争・トラブル（各種ハラスメント、いじめ問題、労働組合との対立、近隣住民とのトラブル、業務上横領、理事間の対立その他学校法人に関連する一切の紛争・トラブルをいう）は存在するか。
	
現在係争中の紛争・トラブル［あり／なし］。

【ある場合には、具体的内容、解決の見通し】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	(2) (1)の内容に限らず、学校法人に関連するあらゆる事象（真偽を問わず）について、マスコミによる批判記事やSNS等による批判的な書き込みを把握しているか。
	マスコミによる批判記事やSNS等による批判的な書き込みを把握【している／していない】

【把握している場合には具体的内容（記事の場合は具体的な日付等含む）、解決の見通し】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc36147248][bookmark: _Toc170293014]２　社会貢献
地域社会・企業・地方自治体等との連携について、どのように取り組んでいるか。

	
地域社会・企業・地方自治体等との連携［あり／なし］。

【連携を行っている場合にはその具体的内容、行っていない場合には連携に関する学校法人の考え方】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	－

	[bookmark: _Toc170293015]３　公益通報
内部通報に適切に対応するために必要な体制（窓口設定、調査、是正措置等）を整備しているか。（※）
※中小事業者（従業員数300人以下）は努力義務
	
内部通報体制　［あり／なし］

【体制が整備されている場合はその内容、整備されていない場合には、その理由、是正の方針】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	公益通報者保護法11条
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